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市第75号議案 

   地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受 

け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手 

続等に関する条例の一部改正 

 地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる

特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成28年12月６日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受 

け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手 

続等に関する条例の一部を改正する条例 

 地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる

特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例（

平成24年６月横浜市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「公告する」を「公告し、又はインターネットの

利用により公表する」に改める。 

第６条第１号イ中「仮認定を」を「特例認定を」に、「「仮認定

特定非営利活動法人」」を「「特例認定特定非営利活動法人」」に

、「当該仮認定特定非営利活動法人」を「当該特例認定特定非営利

活動法人」に改め、同条第４号中「仮認定」を「特例認定」に改め

る。 

第10条第２項中「同条第６項の規定による届出をもって」の次に

「、第７条第２項第２号に掲げる事項の変更によるものであるとき
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は法第53条第１項の規定による届出をもって」を加える。 

第12条第２項中「翌々事業年度」を「その作成の日から起算して

５年が経過した日を含む事業年度」に改め、同条第４項中「３年」

を「５年」に改め、同条第５項中「前２項」を「第３項若しくは第

４項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項の次に次の２項

を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の作成及び

備置きに係る指定特定非営利活動法人が法第44条第１項の認定を

受けた横浜市認証法人（以下「横浜市認定法人」という。）であ

る場合において、当該書類の作成及び備置きが、第２項第１号に

掲げる書類に係るものであるときは法第54条第２項第２号に掲げ

る書類の作成及び備置きをもって、第２項第２号に掲げる書類に

係るものであるときは法第54条第２項第３号に掲げる書類の作成

及び備置きをもって、第２項第３号に掲げる書類（規則で定める

書類を除く。）に係るものであるときは法第54条第２項第４号に

掲げる書類の作成及び備置きをもって、第２項の規定による書類

の作成及び備置きに代えることができる。 

６  第４項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の作成及び

備置きに係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場

合においては、法第54条第３項の規定による書類の作成及び備置

きをもって、第４項の規定による書類の作成及び備置きに代える

ことができる。 

第13条に次の２項を加える。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、同項本文による書類の提出に

係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合におい
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て、当該書類の提出が、前条第２項第１号に掲げる書類に係るも

のであるときは法第55条第１項の規定による法第54条第２項第２

号に掲げる書類の提出をもって、前条第２項第２号に掲げる書類

に係るものであるときは法第55条第１項の規定による法第54条第

２項第３号に掲げる書類の提出をもって、前条第２項第３号に掲

げる書類（規則で定める書類を除く。）に係るものであるときは

法第55条第１項の規定による法第54条第２項第４号に掲げる書類

の提出をもって、第１項本文の規定による書類の提出に代えるこ

とができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の提出に係

る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合において

は、法第55条第２項の規定による書類の提出をもって、第２項の

規定による書類の提出に代えることができる。 

第14条中「３年間」を「５年間」に改める。 

第19条第２項第１号中「第13条」を「第13条第１項若しくは第２

項」に改め、同項第４号中「第12条第５項」を「第12条第７項」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平 

成28年法律第70号）の施行の日から施行する。 

（指定の申出に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の地方税法第 314 条の７第１項第４号に 

掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための

基準、手続等に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第



市第75号 

36 

３項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け

入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関す

る条例（以下「条例」という。）第３条第１項の申出書の提出が

あった場合について適用し、施行日前に同項の申出書の提出があ

った場合については、なお従前の例による。 

（役員報酬規程等に関する経過措置） 

３ 新条例第12条第２項及び第14条の規定は、施行日以後に開始す

る事業年度に係る条例第12条第２項各号に掲げる書類について適

用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項各号に掲げる書類

については、なお従前の例による。 

（助成金の支給に係る書類に関する経過措置） 

４ 新条例第12条第４項及び第14条の規定は、施行日以後に行われ 

る助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行 

われた助成金の支給に係るこの条例による改正前の地方税法第31 

4 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人を指定するための基準、手続等に関する条例第12条第４項 

の書類については、なお従前の例による。 

  

   提 案 理 由 

 特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図る

等のため、地方税法第 314 条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受

け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関す

る条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 

け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 指 定 す る た め の 基 準 、 手 

続 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

（ 指 定 の 申 出 等 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 申 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ 

公 告 し 、 又 は イ ン タ ー ネ ッ 
の 旨 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 を 横 浜 市 報 に 

                  公 告 す る 

ト の 利 用 に よ り 公 表 す る 
と と も に 、 前 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ 

 

る 書 類 を 、 当 該 申 出 書 を 受 理 し た 日 か ら １ 月 間 、 規 則 で 定 め る と 

こ ろ に よ り 、 公 衆 の 縦 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。 

  （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

 （ 欠 格 事 由 ） 

第 ６ 条  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 長 は 、 次 の い ず れ か 

に 該 当 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に つ い て 、 指 定 の た め に 必 要 な 手 

続 を 行 わ な い も の と す る 。 

(1)  そ の 役 員 の う ち に 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の 

      （ ア 省 略 ） 

イ  認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 法 第 67 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 

 の 規 定 に よ り 法 第 44 条 第 １ 項 の 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 又 は 

           特 例 認 定 を 
法 第 58 条 第 １ 項 の      受 け た 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 以 

仮 認 定 を 

「 特 例 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 
下                と い う 。） が 法 第 67 条 第 

「 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 」 

３ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ 

   特 例 認 定 を 
    り 法 第 58 条 第 １ 項 の      取 り 消 さ れ た 場 合 に お い て 、 
            仮 認 定 を 
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そ の 取 消 し の 原 因 と な っ た 事 実 が あ っ た 日 以 前 １ 年 内 に 当 該 

       当 該 特 例 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 
認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 又 は 

            当 該 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 

人 
の そ の 業 務 を 行 う 理 事 で あ っ た 者 で そ の 取 消 し の 日 か ら ５ 

  

年 を 経 過 し な い も の 

（ ウ か ら オ ま で 、 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 省 略 ） 

(4)  法 第 67 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 

                  特 例 認 定 
定 に よ り 、 法 第 58 条 第 １ 項 の     を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 

                  仮 認 定 

し の 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い も の 

     （ 第 ５ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 省 略 ） 

（ 役 員 の 変 更 等 の 届 出 及 び 事 業 報 告 書 等 の 閲 覧 ） 

第 10 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 指 定 特 

定 非 営 利 活 動 法 人 が 横 浜 市 認 証 法 人 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 届 

出 が 、 役 員 名 簿 の 変 更 に よ る も の で あ る と き は 法 第 23 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 届 出 を も っ て 、 定 款 の 変 更 に よ る も の で あ る と き は 法

第 25 条 第 ３ 項 の 認 証 の 申 請 （ 市 長 の 認 証 を 受 け て い る 場 合 に 限 る 

                      、 第 ７ 条 第 ２ 項 第 
。） 又 は 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を も っ て 
 

２ 号 に 掲 げ る 事 項 の 変 更 に よ る も の で あ る と き は 法 第 53 条 第 １ 項 
 

の 規 定 に よ る 届 出 を も っ て 
、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 代 え る こ と 

 

が で き る 。 

  （ 第 ３ 項 省 略 ） 

（ 申 出 書 の 添 付 書 類 及 び 役 員 報 酬 規 程 等 の 備 置 き 等 及 び 閲 覧 ） 

第 12 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 毎 事 業 年 度 初 め の ３ 月 以 内 に 、 規 

そ の 作 成 の 
則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 作 成 し 、 
                        翌 々 事 業 年 
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日 か ら 起 算 し て ５ 年 が 経 過 し た 日 を 含 む 事 業 年 度 
の 末 日 ま で の 間 

度 

、 こ れ ら を 主 た る 事 務 所 及 び 市 内 の 事 務 所 に 備 え 置 か な け れ ば な 

ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

４  指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 助 成 金 の 支 給 を 行 っ た と き は 、 規 

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 遅 滞 な く 、 そ の 助 成 の 実 績 を 記 載 し た 

                       ５ 年 
書 類 を 作 成 し 、 そ の 作 成 の 日 か ら 起 算 し て   が 経 過 し た 日 を 含 

                       ３ 年 

む 事 業 年 度 の 末 日 ま で の 間 、 こ れ を 主 た る 事 務 所 及 び 市 内 の 事 務 

所 に 備 え 置 か な け れ ば な ら な い 。 

５  第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 作 成 及 び 
 

備 置 き に 係 る 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 法 第 44 条 第 １ 項 の 認 定 を 
 

受 け た 横 浜 市 認 証 法 人 （ 以 下 「 横 浜 市 認 定 法 人 」 と い う 。） で あ 
 

る 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 の 作 成 及 び 備 置 き が 、 第 ２ 項 第 １ 号 に 
 

掲 げ る 書 類 に 係 る も の で あ る と き は 法 第 54 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ 
 

る 書 類 の 作 成 及 び 備 置 き を も っ て 、 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 書 類 に 
 

係 る も の で あ る と き は 法 第 54 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 書 類 の 作 成 
 

及 び 備 置 き を も っ て 、 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 書 類 （ 規 則 で 定 め る 
 

書 類 を 除 く 。） に 係 る も の で あ る と き は 法 第 54 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 
 

掲 げ る 書 類 の 作 成 及 び 備 置 き を も っ て 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 書 類 
 

の 作 成 及 び 備 置 き に 代 え る こ と が で き る 。 
 

６  第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 作 成 及 び 
 

備 置 き に 係 る 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 横 浜 市 認 定 法 人 で あ る 場 
 

合 に お い て は 、 法 第 54 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 作 成 及 び 備 置 
 

き を も っ て 、 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 作 成 及 び 備 置 き に 代 え る 
 

こ と が で き る 。 
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７ 
  指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 
５ 

                         第 ３ 項 若 し 
号 に 掲 げ る 書 類 又 は 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 若 し く は 
                        前 ２ 項 

 く は 第 ４ 項   
の 書 類 の 閲 覧 の 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 正 当 な 理 由 が 

 

あ る 場 合 を 除 い て 、 こ れ を 主 た る 事 務 所 又 は 市 内 の 事 務 所 の う ち 

当 該 閲 覧 の 請 求 を し た 者 が 選 択 し た 事 務 所 に お い て 閲 覧 さ せ な け 

れ ば な ら な い 。 

（ 役 員 報 酬 規 程 等 の 提 出 ） 

第 13 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  第 １ 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 本 文 に よ る 書 類 の 提 出 に 
 

係 る 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 横 浜 市 認 定 法 人 で あ る 場 合 に お い 
 

て 、 当 該 書 類 の 提 出 が 、 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 書 類 に 係 る も 
 

の で あ る と き は 法 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 法 第 54 条 第 ２ 項 第 ２ 
 

号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を も っ て 、 前 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 書 類 
 

に 係 る も の で あ る と き は 法 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 法 第 54 条 第 
 

２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を も っ て 、 前 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 
 

げ る 書 類 （ 規 則 で 定 め る 書 類 を 除 く 。） に 係 る も の で あ る と き は 
 

法 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 法 第 54 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 書 類 
 

の 提 出 を も っ て 、 第 １ 項 本 文 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に 代 え る こ 
 

と が で き る 。 
 

４  第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に 係 
 

る 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 横 浜 市 認 定 法 人 で あ る 場 合 に お い て 
 

は 、 法 第 55 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を も っ て 、 第 ２ 項 の 
 

規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に 代 え る こ と が で き る 。 
 

（ 役 員 報 酬 規 程 等 の 公 開 ） 

第 14 条  市 長 は 、 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 か ら 提 出 を 受 け た 第 ３ 条
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第 ２ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 掲 げ る 書 類 、 事 業 報 告 書 等 、 第 12

条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 若 し く は 同 条 第 ３ 項 若 し く は 第 ４ 項 の 

５ 年 間 
書 類 （ 過 去    に 提 出 を 受 け た も の に 限 る 。） 又 は 役 員 名 簿 若 

           ３ 年 間 

し く は 定 款 等 に つ い て 閲 覧 又 は 謄 写 の 請 求 が あ っ た と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ れ を 閲 覧 さ せ 、 又 は 謄 写 さ せ な け れ ば

な ら な い 。 

（ 指 定 の 取 消 し の た め に 必 要 な 手 続 を 行 う 基 準 等 ） 

第 19 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 長 は 、 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と 

き は 、 指 定 の 取 消 し の た め に 必 要 な 手 続 を 行 う こ と が で き る 。 

         第 13 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 
(1)  法 第 29 条 又 は              の 規 定 に 違 反 し て 

         第 13 条 

  、 書 類 の 提 出 を 怠 っ た と き 。 

   （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 省 略 ） 

                      第 12 条 第 ７ 項 
(4)  正 当 な 理 由 が な い の に 、 第 10 条 第 ３ 項 又 は       の 規 
                     第 12 条 第 ５ 項 

 定 に 違 反 し て 書 類 を 閲 覧 さ せ ず 、 又 は 虚 偽 の 書 類 を 閲 覧 さ せ た 

と き 。 

  （ 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 及 び 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 


